
 

平成 22 年度茨城県国民健康保険団体連合会事業計画 

 

第一 基本方針 

 国民健康保険は、これまで誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、国民皆保険の基盤をなす制度として地域医療の確保と

地域住民の健康増進に大きく貢献してまいりました。しかしながら、急速な少子高齢化、医療の高度化、就業構造の変化、景気の低迷など大きな

環境の変化に直面し、国保財政は以前にも増して大変厳しい状況にあります。 

 国においては、平成 21 年度末で期限切れとなる国保の財政基盤強化策について、暫定措置として 4年間延長し財政支援するとともに、国保財政

運営の都道府県単位化を促進するため、保険財政共同安定化事業の拡大や広域化等支援方針の策定を通じて都道府県の総合調整機能を発揮できる

ようにするなど、都道府県の権限・責任を強化する国保制度の見直しを進めていくこととしております。また、後期高齢者医療制度を廃止し、新

たな高齢者医療制度を平成 25 年度から開始すべく、高齢者医療制度改革会議において、検討を進め年内には新制度の骨格を取りまとめる予定とな

っております。 

 本会としては、これら改革の動向に注視しながら、国民健康保険制度及び介護保険制度等の安定的運営を図るため、会員及び関係機関との連携

を密にし、円滑な事業運営に努めるものとする。 

 特に、平成 23 年 4 月からレセプトの請求方法が原則として電子化されるに伴い、平成 22 年度においては、画面審査システムを活用した審査の

充実強化を図るとともに、国保中央会が開発する審査支払事務や保険者事務共同電算業務等の最適化システムの導入準備・運用検証、及び保険者

レセプト管理システムの導入を図るなど、審査支払業務の品質向上と効率化及び保険者事務の効率化支援に柔軟かつ適切に対応するものとする。 

 また、保険者レセプト二次点検事務を受託するとともに、生活習慣病予防対策などの保健事業の効果的な支援を行うほか、第三者行為求償事務

を強化するなど、医療費の適正化を促進していくものとする。 

 以上のことから、本会としては、業務全般にわたり更なる効率化を図り、保険者の厳しい財政状況を再認識し、より効果・効率的な事業の推進

に努めるとともに、国及び県の動向を見極めつつ、次の事項を重点に事業を実施する。 

 

1.会務運営の改善 

  保険者及び関係機関との円滑な連携と医療制度改革の動向への的確な対応を図るため、職員の意識改革と人材育成を進めるとともに、事務事 

業を改善する。 

また、公認会計士による外部監査を実施し、出納事務等の適正化を図る。 



2.診療報酬等の審査支払事業の充実強化 

  審査業務の精度向上を図るため、平成 23 年度からのレセプトの請求方法が原則として電子化されることに対処するため、画面審査システムを 

適切に活用するほか、査定効果の高い高点数レセプトの重点審査を強化するため二画面審査システムを活用した審査体制の充実を図る。 

  また、妊婦・乳児健康診査及び出産育児一時金について円滑な審査支払に努める。  

  

3.後期高齢者医療制度関係業務の円滑な実施 

  審査支払及び事務代行業務等の円滑かつ効率的な実施に努める。 

  

4.保険者事務共同電算処理業務の拡充 

  保険者事務の効率化の一環として、レセプトの保管・管理業務及び過誤・再審査レセプト点検業務の省力化を図るため、保険者レセプト管理 

システムの円滑な運用を行う。 

  また、レセプトの電子化に対応したレセプト審査支払システム等の最適化システムの平成 23 年度本格稼動を目指し、最適化システムの導入準 

備・運用検証を行う。 

  

5.保険者支援事業及び保健事業の充実強化 

  保険者が行っているレセプト二次点検業務を保険者レセプト管理システムの導入に合わせて受託するとともに、第三者行為求償事務を強化し 

医療費適正化に資する。 

また、医療費適正化を推進するため、診療報酬等明細書データと特定健診等データの管理、活用を行うとともに、保険者及び関係機関との連 

携により保険者が行う保健事業の効果的な支援に努め、生活習慣病の一次予防に重点をおいた保健事業を充実強化する。 

  

6.情報提供等の充実 

  国保事業の円滑な運営に資するため、リニューアルしたホームページを活用し保険者のニーズに応じた情報を適時、適切に提供するとともに、 

国保情報ネットワークを活用した統計資料の情報提供等を充実する。 

  

7.介護保険業務の円滑な実施 

  介護給付費の審査支払業務、介護サービス苦情相談業務の円滑な運営に努めるとともに、介護給付適正化事業を円滑に推進支援する。 

  介護職員処遇改善交付金支出金の支払について円滑な運営に努める。 

 



第二 主たる事業の概要 

１.会務運営に関する事業 

事 業 名 内     容 

(1)総 会 規約の定めにより 7 月（事業報告・決算関係）及び 2 月(事業計画・予算関係）に通常総会を開催する。 

(2)理事会 

(3)正副理事長会議 
会務運営の具体的方針や業務遂行について審議するため、必要の都度開催する。（年 4回） 

(4)監事会・出納検査 
監査規則により、定期監査を 6 月(決算期）及び 11 月（中間期）に、定期出納検査を四半期毎（8月、11 月、

2 月、6月）に実施する。 

(5)外部監査 
公認会計士による歳入歳出に係る監査並びに会計制度の整備及び運用状況の監査を実施し、出納事務の適正

化を図る。 

 

2．診療報酬等審査支払事業 

   保険者及び広域連合から国民健康保険及び後期高齢者医療の診療報酬審査支払に係る事務を受託し、適正かつ円滑に遂行する。 

   また、保険者の医療費適正化及び財政効果に資するため、委託希望保険者のレセプト二次点検業務を受託する。 

   なお、審査の効率的運用と審査の精度向上を図るため、二画面審査システムを効率的に活用し審査の充実を図る。 

   さらに、出産育児一時金について、その円滑な審査支払に努める。 

事 業 名 内     容 

(1)審査支払業務 
 
 
 
 
 
 
 
(2)保険者支援業務 

(1)診療報酬審査委員会 
(2)柔道整復師施術療養費審査委員会 
(3)審査支払業務連絡協議会 
(4)レセプト電算処理システム及び二画面審査システムの推進 
(5)妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業 
(6)出産育児一時金の医療機関への直接支払業務 
(7)職員の専門研修の実施 
 
(1)保険者レセプト管理システム関係処理業務 
(2)レセプト二次点検業務 

 

 



3．保険者事務共同電算処理事業 

   保険者及び広域連合における国保、後期高齢者医療及び医療福祉費等に係る事務の電算処理を行う。また、レセプト審査支払システム等最適

化システムの運用準備・検証を行うなど、事務処理の効率化を図る。 

 

事 業 名 内     容 

 

(1)国保に係る処理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)後期高齢者医療に係る処理業務 

 

 

 

 

 

 

【一般業務】 

(1)資格・給付確認事務 

(2)高額療養費支給申請書等の作成 

(3)医療費通知書の作成 

(4)退職被保険者等の適用適正化事務 

(5)疾病分類統計表の作成 

(6)その他各種統計表の作成 

(7)レセプト審査支払システム等最適化対応業務 

  ・関係機器の導入 

・システムの検証など  

【特別業務】 

(1)被保険者証の作成 

(2)その他保険者等が必要とする資料の作成 

    

(1)資格・給付確認事務 

(2)高額療養費支給申請書等の作成 

(3)医療費分析帳票の作成 

(4)賦課・徴収管理事務 

(5)その他各種統計表等の作成 



事 業 名 内     容 

 

(3)医療福祉費に係る処理業務 

 

 

 

(4)会議等の開催 

 

 

 

(1)資格・給付確認事務 

(2)給付記録デ－タの作成 

(3)その他市町村が必要とする資料の作成 

 

(1)レセプト電算処理検討委員会・作業部会 

(2)保険者事務共同電算事務担当者会議 

(3)医療福祉費共同電算事務担当者会議 

 

4．事業振興 

   国保財政の健全な運営を確保するため、新・国保 3%推進運動の推進及び国保制度の安定運営に向けた運動を展開する。 

 

事 業 名 内     容 

(1)新・国保 3%推進運動の推進 

   収納率向上対策  医療費適正化対策 

   保健事業対策 

 

 

 

 

(2)国保振興 

(1)国保事業充実強化推進委員会 

(2)市町村（国保組合）国保主管課長研修会の実施 

(3)冊子「統計でわかる茨城の国保の状況」の作成・配布 

(4)冊子「保険者における収納率向上対策」の作成・配布 

(5)国保料（税)収納アドバイザーによる研究会 

(6)関係団体との連絡調整 

 

(1)国保制度改善強化全国大会への参加・要望行動 

(2)予算対策本部（国保中央会設置）への参加 

 



5．保健事業 

   保険者における生活習慣病対策を始めとした、健康増進及び疾病予防の取り組み等の保健事業を効果的に行うための支援を行う。 

   また、特定健診・特定保健指導に係る費用決済、健診デ－タの管理及び共同処理などの業務を「特定健診等デ－タ管理システム」を活用して

適切に行う。 

 

事 業 名 内     容 

(1)協議会、研修会等 

 

 

 

 

(2)各種支援事業 

 ・調査統計資料の作成 

 

 

 ・生活習慣病予防対策支援 

 

 

 

 ・健康づくり事業への支援 

 

 

 

(3)国保診療施設関係 

(1)健康づくり推進研修会 

(2)市町村保健師ブロック別研修会（茨城県市町村保健師連絡協議会と共催） 

(3)市町村保健師研修会     （      〃          ） 

(4)茨城県市町村保健師連絡協議会への助成 

 

(1)疾病分類統計表の作成・配布 

(2)医療費統計表の作成・配布 

(3)市町村保健事業事例集の作成・配布 

 

(1)特定健診等に係る費用決済及びデ－タ管理業務等 

(2)特定健診・特定保健指導に関する支援 

(3)茨城県保険者協議会の運営(協議会・作業部会) 

 

(1)健康カレンダ－の作成・配布 

(2)視聴覚用教材及び健康器具等の貸出し 

(3)在宅保健師の会組織活動支援 

 

(1)国保診療施設医師確保対策 

(2)国保診療施設協議会事業への事務援助 



6．広報宣伝事業 

   国民健康保険制度の趣旨普及、被保険者の啓発及び本会事務事業に関する広報活動を実施する。 

 

事 業 名 内     容 

 

 

広 報 活 動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)広報委員会 

(2)機関誌「茨城の国保」の発行 

(3)国保情報ネットワ－クを活用しての情報提供 

(4)「全国優良保険者の栞」の情報提供 

(5)国保新聞購読料の一部補助 

(6)被保険者教育広報 

 ア 納税促進等ポスタ－の作成・配布及び県内の JR 等全駅、金融機関等への掲示 

 イ 被保険者証更新に係る広報（ポスタ－の作成及び配布） 

 ウ ラジオ広報 

 エ 県広報紙「ひばり」への広告掲載 

 オ 被保険者教育用記事提供 

 カ 各種統計資料の調査及び作成 

 キ 図書、物資斡旋 

(7)本会ホ－ムペ－ジによる広報 

 

 

 

 

 

 

 

 



7．育成指導関係事業 

   保険者等事務担当者の資質向上と国保運営上の諸問題の研究等を行う。また、保険者の医療費適正化事務支援策として、レセプト点検に関す

る事務支援を実施する。 

 

事 業 名 内     容 

(1）講習会・研修会の開催 

 

 

 

 

 

(2）保険者レセプト点検事務支援 

(1)国保事務新任者講習会        （茨城県と共催） 

(2)国保料(税)事務研修会        （  〃   ） 

(3)資格・給付事務研修会         （  〃   ） 

(4)市町村(国保組合）国保主管課長研修会 （  〃   ） 

(5)国保料(税)適正算定マニュアル操作説明 

(6)支部事業育成 

 保険者レセプト点検事務研修講座（初心者・経験者・支部） 

 

8．第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業 

   保険者等の医療費適正化事務支援策として、第三者行為(交通事故）に関する損害賠償求償事務共同処理を実施する。 

 

事 業 名 内     容 

第三者行為損害賠償求償事務 

(1)第三者行為求償事務研修会（茨城県と共催） 

(2)交通事故通報及び相談 

(3)第三者行為（交通事故）損害賠償請求及び収納業務 

(4)冊子「第三者行為損害賠償事務の手引」の作成・配布 

 

 

 

 



 

9. 国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金事業 

   介護報酬改定により介護従事者処遇改善のため、それに伴う介護保険料の上昇を抑制するために必要な交付金を交付する。 

 

事 業 名 内     容 

国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金 

 

保険者への国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金の交付 

 

 

 

10．協議会 

    本会及び支部等関係機関の事業の円滑な運営を図るため、緊密な連絡、調整等を行う。また、国民健康保健事業の改善と健全な発展に資す

るため、調査研究を行う。 

 

事 業 名 内     容 

保険者等との連絡・調整に関する協議会 

(1)市町村（国保組合）国保・介護保険及び障害者自立支援主管課長会議 

(2)支部常任幹事連絡協議会 

(3)調査研究委員会 

(4)支部及び国保組合連絡協議会への助成 

(5)茨城県国保都市協議会への助成 

 

 

 

 

 

 



11．保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業 

    県内の市町村国保間の保険料の平準化と財政の安定化を図るため実施する。 

 

事 業 名 内     容 

(1)保険財政共同安定化事業 

 

 

(2)高額医療費共同事業 

 

 

(3)超高額医療費共同事業（国保中央会） 

 

 

・レセプト 1 件あたり 30 万円を超える医療費に関して、8 万円を越え 80 万円まで

の医療給付費から前期高齢者の財政調整額を控除した額を対象とし、市町村が拠

出する財源による共同事業を実施する。 

・レセプト 1 件あたり 80 万円を超える医療費に関して、当該超える額から前期高

齢者の財政調整額を控除した額を対象とし、市町村が拠出（拠出金に対し、国及

び県がそれぞれ 4分の 1 を負担）する財源による共同事業を実施する。 

・高額医療費共同事業の安定的な運営を図るため、著しく高額な医療費(420 万円

超）に関して、200 万円を超える額を対象とし、国保中央会における国保連合会

の共同事業として実施する。 

 

 

12．妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業 

    母子保健法に基づく妊婦・乳児健康診査委託料の審査支払業務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13．介護保険事業 

    介護保険法に基づく介護給付費の審査支払業務及び市町村支援業務並びに苦情処理業務を行う。 

 

事 業 名 内     容 

(1)審査支払業務 

 

(2)市町村支援業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)苦情処理業務 

 

 

 

 

(4)介護職員処遇改善交付金支払事務 

 

介護給付費審査委員会 

 

(1)要介護認定更新支援処理 

(2)償還払給付額管理処理 

(3)介護給付費通知作成処理 

(4)高額介護サ－ビス費支給処理 

(5)高額医療合算介護（介護予防）サービス費支給処理 

(6)各種支払支援処理 

(7)統計資料作成処理 

(8)介護給付適正化対策情報提供処理 

(9)第三者行為（交通事故)損害賠償求償事務共同処理業務 

 

(1)介護サ－ビス苦情処理委員会 

(2)苦情・相談業務 

(3)冊子「介護保険に係る苦情及び相談事例集」の作成・配布 

 

 

介護職員処遇改善交付金支出金の支払 

 

 

 

 



事 業 名 内     容 

(5)会議等の開催 

 

 

 

 

(1)介護保険主管課長会議 

(2)介護保険連絡協議会(県・支部） 

(3)介護保険事務担当者会議 

(4)介護サ－ビス苦情処理業務連絡協議会 

(5)介護保険事業所請求事務説明会 

 

14．障害者自立支援事業 

    障害者自立支援法に基づく障害介護給付費等の支払業務及び市町村支援業務を行う。 

事 業 名 内     容 

(1)市町村支援業務 

 

 

 

 

 

 

 

(2)福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の支払事務 

 

(3)会議等の開催 

 

 

(1)給付実績交換処理 

(2)高額障害福祉サ－ビス費支給処理 

(3)各種支払支援処理 

(4)地域生活支援事業支払処理 

(5)独自助成支払処理 

(6)訪問調査委託料支払処理 

(7)統計資料作成処理 

 

  福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の支払 

 

(1)障害者自立支援主管課長会議 

(2)障害者自立支援事務担当者会議 

(3)障害者自立支援事業所請求事務説明会 

 


